
 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年第４回 

多 摩 市 議 会 定 例 会 議 案 

 

 

 

 

 

 

 

多 摩 市 

 



多摩市告示第５５８号  

 

 令和６年第４回多摩市議会定例会を下記のとおり招集する。  

  令和６年１１月１８日  

                 多摩市長   阿  部  裕  行  

 

記  

 

１  日 時    令和６年１２月２日（午前１０時）  

 

２  場 所    多摩市役所議場  

 



第９２号議案  

多摩市立市民活動・交流センター及び多摩市立多摩ふるさと資料  

館の指定管理者の指定について  

 

上記の議案を次のとおり提出する。  

令和６年１２月２日  

提出者   多摩市長   阿  部 裕 行  

 

提案理由  

 下記のとおり、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６

項の規定に基づき、公の施設の指定管理者を指定する。  

 

記  

 

１  指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称  

多摩市立市民活動・交流センター  

多摩市立多摩ふるさと資料館  

２  指定管理者となる団体の名称及び所在地  

多摩コミュニティパートナーズ  

（代表団体）株式会社ギオン  

（代表団体の所在地）神奈川県相模原市中央区南橋本一丁目５番１号  

３  指定の期間  

令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで  
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第９３号議案  

多摩市立総合体育館、多摩市屋外スポーツ施設、多摩市立武道館、  

多摩市立陸上競技場及び多摩市立多摩東公園の指定管理者の指定  

について  

 

上記の議案を次のとおり提出する。  

令和６年１２月２日  

提出者   多摩市長   阿  部 裕 行  

 

提案理由  

 下記のとおり、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６

項の規定に基づき、公の施設の指定管理者を指定する。  

 

記  

 

１  指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称  

多摩市立総合体育館、多摩市屋外スポーツ施設、多摩市立武道館、多摩市

立陸上競技場及び多摩市立多摩東公園  

２  指定管理者となる団体の名称及び所在地  

多摩市健幸スポーツパートナーズ  

（代表団体）株式会社フクシ・エンタープライズ  

（代表団体の所在地）東京都江東区大島一丁目９番８号  

３  指定の期間  

令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで  
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第９４号議案  

消費税等返還に係る和解について  

上記の議案を次のとおり提出する。  

令和６年１２月２日  

提出者   多摩市長   阿  部 裕 行  

 

提案理由  

 この議案は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２

号の規定に基づき、提出するものである。  

 

記  

１  和解の内容  

  多摩市と相手方は、パルテノン多摩・子どものエリア事業業務委託契約に

ついて、消費税及び地方消費税の課税に関する誤認があり、相手方が消費税

及び地方消費税の更正申告を行った結果、税務署から還付された消費税等に

ついて、本市に返還することで以下のとおり和解する。  

⑴ 相手方は、本件契約に関し、還付金として税務署から還付を受けた令和

３年４月１日から令和６年３月３１日までの期間の消費税、地方消費税及

び還付加算金である金３，８３４，４００円について、多摩市に対し返還

する。  

⑵ 相手方は、前号の還付金を、多摩市が指定する預金口座に振り込む方法

により、多摩市に支払う。なお、振込手数料は、相手方の負担とする。  

⑶ 多摩市と相手方は、本件事案に関して、本和解条項に定めるもののほか、

何らの債権債務関係がないことを相互に確認する。  

 

２  和解の相手方  

  東京都多摩市一ノ宮  

  Ａ  

 

３  和解の理由  

本件事案に関し相手方が更正申告を行って還付を受けた還付金について、

相手方が多摩市に対して納付することで合意が整ったことから、本件和解を

締結するものである。  
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第９５号議案  

消費税等返還に係る和解について  

上記の議案を次のとおり提出する。  

令和６年１２月２日  

提出者   多摩市長   阿  部 裕 行  

 

提案理由  

 この議案は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２

号の規定に基づき、提出するものである。  

 

記  

１  和解の内容  

  多摩市と相手方は、子育てひろば事業等業務委託契約について、消費税及

び地方消費税の課税に関する誤認があり、相手方が消費税及び地方消費税の

更正申告を行った結果、税務署から還付された消費税等について、本市に返

還することで以下のとおり和解する。  

⑴ 相手方は、本件契約に関し、還付金として税務署から還付を受けた平成  

３１年４月１日から令和６年３月３１日までの期間の消費税、地方消費税

及び還付加算金である金７，７０７，９００円について、多摩市に対し、

支払義務があることを認める。  

⑵ 相手方は、前号の還付金を、多摩市が指定する預金口座に振り込む方法

により、多摩市に支払う。なお、振込手数料は、相手方の負担とする。  

⑶ 多摩市と相手方は、本件事案に関して、本和解条項に定めるもののほか、

何らの債権債務関係がないことを相互に確認する。  

 

２  和解の相手方  

  東京都多摩市落合一丁目  

  Ａ  

 

３  和解の理由  

本件事案に関し相手方が更正申告を行って還付を受けた還付金について、

相手方が多摩市に対して納付することで合意が整ったことから、本件和解を

締結するものである。  
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第９６号議案  

   消費税等返還に係る和解について  

上記の議案を次のとおり提出する。  

令和６年１２月２日  

              提出者   多摩市長   阿  部  裕 行  

 

提案理由  

 この議案は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２

号の規定に基づき、提出するものである。  

 

記  

１  和解の内容  

多摩市と相手方は、令和３年度から令和５年度までの老人福祉センター

事業指定管理業務（以下「本件指定管理業務」という。）に関して生じた

消費税及び地方消費税の課税誤りについて、以下のとおり和解する。  

⑴ 相手方は、多摩市に対し、令和３年度から令和５年度の本件指定管理業

務の消費税合計額として、金８ ,８３４ ,５３６円の支払義務があることを

認める。  

⑵ 相手方は、多摩市に対し、前項の金員を、多摩市の口座に振り込む方法

によって支払う。なお、振込手数料は、相手方の負担とする。  

⑶  多摩市と相手方は、本件行為に関して、本和解条項に定めるもののほ

か、何らの債権債務関係がないことを相互に確認する。  

 

２  和解の相手方  

東京都新宿区西新宿  

 Ａ  

 

３  和解の理由  

老人福祉センター事業は、消費税法上、非課税となる第二種社会福祉事

業に該当し、非課税事業であることが判明したため、相手方から多摩市に

令和３年度から令和５年度分の消費税について返還することで合意が整っ

たため、本件和解を締結するものである。  
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第９７号議案  

人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることについて  

下記の者を、人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法

（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求め

る。  

令和６年１２月２日  

提出者   多摩市長   阿  部 裕 行  

 

提案理由  

 人権擁護委員の候補者として、小野里摩理子氏を法務大臣に推薦するため、

本案を提出する。  

 

記  

 

氏 名  住 所  生年月日  

小野里  摩理子  
東京都多摩市
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第９８号議案 

市道路線の認定について  

上記の議案を次のとおり提出する。  

令和６年１２月２日  

提出者   多摩市長   阿  部 裕 行  

 

提案理由  

道路法（昭和２７年法律第１８０号 )第８条第２項の規定により、下記の路

線を市道路線として認定する。  

 

 記  

認定路線 

整理  

番号  
路  線 名  起点・終点  備  考 

１ １－３５４号線  
起点  貝取１７１１番９地先  

 

終点  貝取１７１１番１７地先  

２ １－３５５号線  
起点  東寺方７５９番３地先  

 
終点  桜ヶ丘三丁目２３番１４地先  

３ ２－２５２号線  
起点  和田５３８番６地先  

 
終点  和田４８９番１地先  
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令和6年度第1ブロック認定路線図

案内図

1-354号線

凡 例

終点 ▶

起点 ●

1-354号線

貝取十九号

桜ヶ丘二丁目

関戸六丁目
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認定土地所在図

1-354号線

縮尺　1：500

凡 例

終点 ▶

起点 ●

1-354号線

貝取十九号

桜ヶ丘

二丁目
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令和6年度第1ブロック認定路線図

案内図

1-355号線

凡 例

終点 ▶

起点 ●

東寺方六号

桜ヶ丘三丁目

桜ヶ丘四丁目

落川十七号

桜
ヶ
丘
西
通
り
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1-355号線

縮尺　1：500

凡 例

終点 ▶

起点 ●

認定土地所在図

東寺方六号

桜ヶ丘三丁目

公図接続線

公図接続線

公図接続線
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令和6年度第2ブロック認定路線図

2-252号線

凡 例

終点 ▶

起点 ●

案内図

和田六号

庚申塚通り
和
田
中
学
通
り
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2-252号線

縮尺　1：500

凡 例

終点 ▶

起点 ●

認定土地所在図

和田六号
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第９９号議案  

多摩市立多摩中央公園の指定管理者の指定についての議決事項の

一部変更について  

 

上記の議案を次のとおり提出する。  

令和６年１２月２日  

提出者   多摩市長   阿  部 裕 行  

 

提案理由  

 令和４年第３回多摩市議会定例会において議決を経た多摩市立多摩中央公園

の指定管理者の指定について、下記のとおり議決事項を一部変更したいので、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議

会の議決を求める。  

 

記  

 

１  指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称  

多摩市立多摩中央公園  

 

２  指定管理者となる団体の名称及び所在地  

（団体名称）ＴＡＭＡセントラルパークＪＶ  

（代表法人）物林株式会社  

（代表法人の所在地）東京都江東区新木場一丁目７番２２号  

 

３  指定の期間   

   変更前：令和７年１月１日から令和２５年３月３１日まで  

   変更後：令和７年４月１日から令和２５年３月３１日まで  
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第１００号議案  

多摩市行政財産の使用及び使用料に関する条例の一部を改正する

条例の制定について  

上記の議案を次のとおり提出する。  

令和６年１２月２日  

提出者   多摩市長   阿  部 裕 行  

 

              記  

 

多摩市条例第  号  

 

多摩市行政財産の使用及び使用料に関する条例の一部を改正する

条例  

 

多摩市行政財産の使用及び使用料に関する条例（昭和４８年多摩市条例第３

７号）の一部を次のように改正する。  

第７条中「減額」を「減額し、」に改める。  

第８条中「取消す」を「取り消す」に改め、同条第３号中「その他」を「前

２号に掲げるもののほか、」に、「認めた」を「認める」に改める。  

第９条ただし書中「取消した」を「取り消した」に改める。  

第１０条中「終った」を「終えた」に改める。  

別表第１ガス管の項中「５５円」を「６０円」に、「７９円」を「８６円」

に、「１２０円」を「１３０円」に、「１５０円」を「１７０円」に、「２３

０円」を「２６０円」に、「３１０円」を「３４０円」に、「５５０円」を「

６００円」に、「７９０円」を「８６０円」に、「１，５９０円」を「１，７

３０円」に改め、同表第１種電柱の項中「１，４９０円」を「１，６２０円」

に改め、同表第２種電柱の項中「２，２８０円」を「２，４８０円」に改め、

同表第３種電柱の項中「３，０８０円」を「３，３５０円」に改め、同表第１

種電話柱の項中「１，３２０円」を「１，４４０円」に改め、同表第２種電話

柱の項中「２，１４０円」を「２，３１０円」に改め、同表第３種電話柱の項

中「２，９１０円」を「３，１８０円」に改め、同表共架電線その他上空に設

ける線類の項中「１３円」を「１４円」に改め、同表変圧塔その他これに類す

るもの及び公衆電話所の項中「２，６１０円」を「２，８９０円」に改める。  

附 則  

この条例は、令和７年４月１日から施行する。  
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第１０１号議案  

多摩市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例の一部

を改正する条例の制定について  

上記の議案を次のとおり提出する。  

令和６年１２月２日  

提出者   多摩市長  阿  部 裕 行  

 

記  

 

多摩市条例第   号  

 

多摩市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例の一部

を改正する条例  

 

多摩市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例（令和元年多摩市

条例第２６号）の一部を次のように改正する。  

別表補助スタッフの部チャレンジ雇用職員の項中「１，１１３円」を「１，

１６３円」に改め、同部教育活動指導員Ｂの項及びスクール・サポート・スタ

ッフの項中「１，１４０円」を「１，２３０円」に改める。  

附 則  

（施行期日等）  

１ この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の別表の規定は、

令和６年１０月１日（以下「適用日」という。）から適用する。  

（報酬の内払）  

２ 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に、この条例による改正前

の多摩市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例の規定により既

に支払われた報酬は、この条例による改正後の多摩市会計年度任用職員の任

用、勤務条件等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。  
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第１０２号議案  

令和７年１月における市長及び副市長の給料の特例に関する条例

の制定について  

上記の議案を次のとおり提出する。  

令和６年１２月２日  

提出者   多摩市長   阿  部 裕 行  

 

記  

 

多摩市条例第  号  

 

令和７年１月における市長及び副市長の給料の特例に関する条例  

 

（趣旨）  

第１条  この条例は、令和７年１月における市長及び副市長の給料の特例につ

いて定めるものとする。  

（給料に関する特例）  

第２条  令和７年１月における市長及び副市長の給料の額は、常勤特別職の職

員の給与及び旅費等に関する条例（昭和４７年多摩市条例第２７号）第２条

の規定にかかわらず、同条に定める給料の月額の額にそれぞれ１００分の９

０の割合を乗じて得た額とする。  

附 則  

この条例は、公布の日から施行する。  
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第１０３号議案  

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す

る条例の制定について  

上記の議案を次のとおり提出する。  

令和６年１２月２日  

提出者   多摩市長   阿  部 裕 行  

 

              記  

 

多摩市条例第  号  

 

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す

る条例  

 

（多摩市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正）  

第１条  多摩市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例（昭和２７年多

摩市条例第４０号）の一部を次のように改正する。  

  第４条の２第１項中「禁こ」を「拘禁刑」に改める。  

（多摩市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正）  

第２条  多摩市一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年多摩市条例第５

号）の一部を次のように改正する。  

  第１８条の２第３号及び第４号並びに第１８条の３第１項第１号及び第３

項第１号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。  

（多摩市表彰条例の一部改正）  

第３条  多摩市表彰条例（昭和４６年多摩市条例第４１号）の一部を次のよう

に改正する。  

  第５条第１項第１号及び第８条第１号中「禁錮
こ

」を「拘禁刑」に改める。  

（多摩市行政不服審査会条例の一部改正）  

第４条  多摩市行政不服審査会条例（平成２７年多摩市条例第６３号）の一部

を次のように改正する。  

  第７条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。  

 （多摩市個人情報保護条例の一部を改正する条例の一部改正）  

第５条  多摩市個人情報保護条例の一部を改正する条例（令和４年多摩市条例

第３７号）の一部を次のように改正する。  

  附則第２条第５項及び第６項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。  
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附 則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和７年６月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。  

３  この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の  

例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止  

前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該  

罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６７号。以  

下「刑法等一部改正法」という。）第２条の規定による改正前の刑法（明治  

４０年法律第４５号。以下この項において「旧刑法」という。）第１２条に  

規定する懲役（以下「懲役」という。）（有期のものに限る。以下この項に  

おいて同じ。）又は旧刑法第１３条に規定する禁錮（以下「禁錮」という。）

（有期のものに限る。以下この項において同じ。）が含まれるときは、当該  

刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘  

禁刑とする。  

４  拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例に

よることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の

条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適

用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有

期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみな

す。  

５  刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律

の整理等に関する法律（令和４年法律第６８号）並びにこの条例の施行前に

犯した禁錮以上の刑（死刑を除く。）が定められている罪につき起訴された

者は、第２条の規定による改正後の多摩市一般職の職員の給与に関する条例

第１８条の３第１項（第１号に係る部分に限る。）及び第３項（第３号に係

る部分に限る。）（これらの規定を同条例第１８条の４において準用する場

合を含む。）の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起

訴された者とみなす。  
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第１０４号議案  

多摩市子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例の制定

について  

上記の議案を次のとおり提出する。  

令和６年１２月２日  

提出者   多摩市長   阿  部 裕 行  

 

              記  

 

多摩市条例第  号  

 

多摩市子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例  

 

多摩市子ども家庭支援センター条例（平成２１年多摩市条例第３９号）の一

部を次のように改正する。  

題名を次のように改める。  

多摩市こども家庭センター条例  

第１条中「市民の子育て・子育ちを総合的に支援し」を「子ども及び妊産婦  

の福祉に関する包括的な支援を行うとともに」に、「多摩市子ども家庭支援セ  

ンター」を「児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１０条の２第１項の  

規定に基づき、多摩市こども家庭センター」に、「「子ども家庭支援センター」

を「「こども家庭センター」に改める。  

第２条中「子ども家庭支援センターの名称及び」を「こども家庭センターの

区分及び名称並びに」に改め、同条の表を次のように改める。  

区分及び名称  位置  

こども家庭セ

ンター  

こども家庭センター（関

戸）  

多摩市関戸四丁目１９番地５  

こども家庭センター（豊

ケ丘）  

多摩市豊ケ丘一丁目２１番地３  

第３条中「子ども家庭支援センターは、第１条に掲げる設置目的を達成する

ため」を「こども家庭センターは」に改め、「次の」の次に「業務又は」を加

え、同条第１号及び第２号を次のように改める。  

⑴ 児童福祉法第１０条の２第２項各号に掲げる業務  

⑵ 母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第２２条第１項各号に掲げる

事業  
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第３条第３号中「行っている」を「行う」に改め、同条第６号中「リフレッ

シュ一時保育」の次に「（児童福祉法第６条の３第７項第２号に掲げる者を一

時的に預かり、必要な保護を行う事業をいう。）」を加え、同条第７号中「認

める」の次に「業務又は」を加え、同条に次の１項を加える。  

２  前項第６号に掲げる事業は、こども家庭センター（豊ケ丘）で行う。    

第４条中「子ども家庭支援センター」を「こども家庭センター」に改める。  

第５条を次のように改める。  

（開館時間等）  

第５条  こども家庭センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。  

第６条及び第７条を削る。  

第８条の見出しを「（利用者）」に改め、同条中「子ども家庭支援センター」

を「こども家庭センター」に改め、同条第１号中「多摩市内に居住する」を「  

おおむね」に改め、「保護者」の次に「並びに妊産婦」を加え、同条第２号中  

「行っている、又は行おうとする」を「行う」に改め、同条を第６条とする。  

第９条中「子ども家庭支援センター」を「こども家庭センター」に改め、同

条を第７条とする。  

第１０条中「子ども家庭支援センター」を「こども家庭センター」に改め、

同条を第８条とする。  

第１１条中「子ども家庭支援センター」を「こども家庭センター」に改め、

同条を第９条とし、第１２条を第１０条とする。  

附 則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和７年４月１日から施行する。  

 （多摩市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例の一部改正）  

２  多摩市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例（令和元年多摩

市条例第２６号）の一部を次のように改正する。  

  別表専門スタッフの部子ども家庭支援センター主任専門相談員の項中「子

ども家庭支援センター主任専門相談員」を「こども家庭センター主任専門相

談員」に改め、同部子ども家庭支援センター専門相談員の項中「子ども家庭

支援センター専門相談員」を「こども家庭センター専門相談員」に改める。  
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第１０５号議案  

多摩市手話言語条例の制定について  

上記の議案を次のとおり提出する。  

令和６年１２月２日  

提出者   多摩市長   阿  部 裕 行  

 

              記  

 

多摩市条例第  号 

 

多摩市手話言語条例  

 

手話は、手及び指、体の動き、表情等を使って視覚的に表現する一つの言語

です。障害者の権利に関する条約（平成２６年条約第１号）及び障害者基本法

（昭和４５年法律第８４号）においても、言語として位置付けられています。

私たちは、手話が、ろう者にとって日常生活及び社会生活を営むためのかけが

えのないものであり、互いの気持ちを理解し、意思疎通を図り、文化を創造す

るために受け継がれてきた一つの言語であることを踏まえ、その理解の促進に

努めていかなくてはなりません。 

しかしながら、かつて手話は、言語として認識されず、その使用についても

様々な制約を受け、ろう者は、必要な情報の取得や意思疎通において多くの不

便や不安を感じて生活してきたという歴史があり、現在も手話が言語であるこ

とに対する理解が十分であるとは言えません。  

多摩市は、健幸都市として市民の誰もが健康で幸せに過ごせるまちを目指し

ています。豊かな自然と都市機能が調和し、市民の活動が盛んで、多くの人が

暮らすこのまちにおいて、誰もが健康で幸せに過ごすためには、手話が一つの

言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解の促進や手話の普及、そして

手話を使用しやすい環境の整備について必要な施策の推進を図る必要がありま

す。私たちは、聞こえないことが社会参加の障壁とはならないという理解のも

と、ろう者とろう者以外の者が互いに尊重し合い、意思疎通を行いながら、心

身ともに健康で幸せに共生することのできる地域社会を実現するため、この条

例を制定します。 

（目的） 

第１条  この条例は、手話が一つの言語であるとの認識に基づき、手話に対す

る理解の促進及び手話の普及並びに手話を使用しやすい環境の整備に関する  

35



基本理念を定め、多摩市（以下「市」という。）、市民、事業者及び聴覚障  

がい者関係団体等の責務及び役割を明らかにし、必要な施策を推進すること  

で、ろう者の人権を守り、ろう者とろう者以外の者が互いに尊重し合い、意  

思疎通を行いながら、心身ともに健康で幸せに共生できる地域社会を実現す  

ることを目的とする。  

（定義） 

第２条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。  

⑴ 手話 手及び指、体の動き、表情等を組み合わせて視覚的に表現する一

つの言語であって、独自の語彙及び文法体系を持つものをいう。  

⑵ ろう者 障がい者のうち、手話を言語として日常生活又は社会生活を営

む者をいう。  

⑶ 市民 多摩市の区域内（以下「市内」という。）に居住し、在勤し、又

は在学する者をいう。  

⑷ 事業者 市内で事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。  

⑸ 聴覚障がい者関係団体等  市内で聴覚障がい者に向けて意思疎通の支援

等を行う団体及び個人をいう。  

（基本理念） 

第３条  手話に対する理解の促進及び手話の普及並びに手話を使用しやすい環

境の整備は、次に掲げる事項を基本として行うものとする。  

⑴ 手話が、独自の体系を有する一つの言語であり、かつ、文化的所産であ

るという認識の下、音声言語と同等に扱われなければならないこと。  

⑵ 手話に関する施策が、手話が手及び指、体の動き、表情等を組み合わせ

て視覚的に表現する一つの言語であるという認識に基づいて実施されなけ

ればならないこと。  

⑶ ろう者の手話による意思疎通を行うことを自ら選択する権利、手話によ

り意思疎通を円滑に行う権利及び手話により必要な情報を的確に取得する

権利が、尊重されなければならないこと。  

（市民の役割）  

第４条  市民は、地域社会に共に暮らす一員として、この条例の目的及び前条

各号に掲げる事項（以下「基本理念」という。）に対する理解を深め、ろう

者が暮らしやすい地域社会の実現に向けて取り組むよう努めるものとする。  

（市の責務） 

第５条  市は、この条例の目的及び基本理念にのっとり、第３条第３号に掲げ  

るろう者の権利を尊重し、手話に対する理解の促進及び手話の普及並びに手  
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話を使用しやすい環境の整備を行うため、必要な施策を推進するものとする。  

（事業者の責務）  

第６条  事業者は、この条例の目的及び基本理念に対する理解を深め、市が推

進する施策に協力するよう努めるものとする。  

２  事業者は、ろう者と意思疎通を可能にするために必要な措置を講じるよう

努めるものとする。  

（聴覚障がい者関係団体等の責務） 

第７条  聴覚障がい者関係団体等は、市と相互に連携して手話の普及啓発に努

め、この条例の目的及び基本理念の実現に向け、市が推進する施策に協力す

るものとする。  

（施策の推進） 

第８条  第５条の規定による施策の推進は、次に掲げる事項を基本とし、手話

に関する情報通信技術の発展及び実用化の進展の状況を踏まえながら進める  

ものとする。  

⑴ 手話に対する理解の促進及び普及を図ること。  

⑵ 手話により意思疎通をし、情報を得る機会の拡大を図ること。  

⑶ ろう者が手話を使用しやすい環境の整備を図ること。  

⑷ 全ての市民に対して手話を学ぶ機会を確保すること。  

⑸ 手話通訳者の確保及び育成並びに活動環境の充実を図ること。 

⑹ 災害時において、ろう者が必要な情報を的確に得る手段の確保を図るこ

と。 

⑺ 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な取

組を行うこと。  

（財政上の措置） 

第９条  市は、手話に関する施策を推進するため、予算の範囲内において、必

要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。  

（委任） 

第１０条  この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、

多摩市長が定める。  

  附 則 

この条例は、令和７年１月１日から施行する。  
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第１０６号議案  

多摩市道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例の制定につい

て  

上記の議案を次のとおり提出する。  

令和６年１２月２日  

提出者   多摩市長   阿  部 裕 行  

 

              記  

 

多摩市条例第  号  

 

多摩市道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例  

 

多摩市道路占用料等徴収条例（昭和４８年多摩市条例第１５号）の一部を次

のように改正する。  

第３条第１項中「の額の全部又は一部を」を「を減額し、又は」に改め、同

項第２号中「による」を「第７条第１項に規定する」に、「索道事業者」を「

同法第３４条の２第１項に規定する索道事業者」に改め、同項第３号中「第１

１条第１項に規定する」を「第１１条第１項各号に掲げる」に改め、同項第８

号中「前各号」の次に「に掲げるもの」を加え、同条第２項中「の額の全部又

は一部を」を「を減額し、又は」に改める。  

別表法第３２条第１項第１号に掲げる工作物の項中「１，４９０円」を「１  

，６２０円」に、「２，２８０円」を「２，４８０円」に、「３，０８０円」  

を「３，３５０円」に、「１，３２０円」を「１，４４０円」に、「２，１４  

０円」を「２，３１０円」に、「２，９１０円」を「３，１８０円」に、「１  

３０円」を「１４０円」に、「１３円」を「１４円」に、「１，３００円」を  

「１，４１０円」に、「７９０円」を「８６０円」に、「２，６１０円」を「  

２，８９０円」に、「８，８００円」を「１１，５００円」に、「２，６５０  

円」を「２，８９０円」に改め、同表法第３２条第１項第２号に掲げる物件の  

項中「５５円」を「６０円」に、「７９円」を「８６円」に、「１２０円」を  

「１３０円」に、「１５０円」を「１７０円」に、「２３０円」を「２６０円」

に、「３１０円」を「３４０円」に、「５５０円」を「６００円」に、「７９  

０円」を「８６０円」に、「１，５９０円」を「１，７３０円」に改め、同表  

法第３２条第１項第３号に掲げる施設の項中「２，６１０円」を「２，８９０  

円」に改め、同表法第３２条第１項第４号に掲げる施設の項中「１，４００円」
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を「１，４４０円」に改め、同表法第３２条第１項第５号に掲げる施設の項中  

「４，９５０円」を「５，７７０円」に、「２，９７０円」を「３，４６０円」

に、「２，６１０円」を「３，０９０円」に改め、同表法第３２条第１項第６  

号に掲げる施設の項中「８８円」を「１１０円」に、「８，８００円」を「１  

１，５００円」に改め、同表道路法施行令（昭和２７年政令第４７９号。以下  

「令」という。）第７条第１号に掲げる物件の項中「８，８００円」を「１１  

，５００円」に、「２，１４０円」を「２，３１０円」に、「８８円」を「１  

１０円」に、「８８，０００円」を「１１５，４００円」に、「４４，０００  

円」を「５７，７００円」に改め、同表令第７条第２号に掲げる工作物の項中  

「２，６１０円」を「２，８９０円」に改め、同表令第７条第４号に掲げる工  

事用施設及び同条第５号に掲げる工事用材料の置場の項中「８，８００円」を  

「１１，５００円」に改め、同表令第７条第６号に掲げる仮設建築物及び同条  

第７号に掲げる仮設収容施設の項中「２，６５０円」を「２，８９０円」に改  

め、同表備考１及び備考２中「号」を「項」に、「ものを、」を「ものをいい  

、」に改め、「ものとする」を削り、同表備考３中「ものとする」を削り、同  

表備考４中「ものとする」を削り、同表備考４ただし書中「５割減」を「当該  

裏面の表示部分の面積に０．５を乗じて得た面積」に改め、同表備考６中「表  

示面積」を「占用面積」に、「占用面積」を「表示面積」に、「、１平方メー  

トル」を「１平方メートル」に、「、１メートル」を「１メートル」に改める。  

附 則  

この条例は、令和７年４月１日から施行する。  
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第１０７号議案  

多摩市立公園条例の一部を改正する条例の制定について  

上記の議案を次のとおり提出する。  

令和６年１２月２日  

提出者   多摩市長   阿  部 裕 行  

 

              記  

 

多摩市条例第  号  

 

多摩市立公園条例の一部を改正する条例  

 

多摩市立公園条例（昭和４７年多摩市条例第３５号）の一部を次のように改

正する。  

第２条の５第２号並びに第２条の６第２号及び第３号中「車いす使用者」を

「車椅子使用者」に改める。  

第２条の７第２号中「車いす使用者用観覧スペース」を「車椅子使用者用観

覧スペース」に改め、同条第３号中「車いす使用者」を「車椅子使用者」に改

める。  

第２条の８中「車いす使用者」を「車椅子使用者」に改める。  

第２条の９第２号中「車いす使用者」を「車椅子使用者」に、「こう配」を

「勾配」に改める。  

第３条第１項第５号中「車両等の」を「車両等を」に、「とめおく」を「留

め置く」に改め、同項第９号中「すてる」を「捨てる」に改め、同項第１０号

中「前各号」の次に「に掲げるもの」を加える。  

第５条第６号中「前各号」の次に「に掲げるもの」を加える。  

第９条第１項及び第２項中「基づいて」を「より」に改める。  

第１０条中「減免する」を「減額し、又は免除する」に改める。  

第１３条第２項第３号中「規定する」を「掲げる」に改める。  

別表第２第１種電柱の項中「１，４９０円」を「１，６２０円」に改め、同  

表第２種電柱の項中「２，２８０円」を「２，４８０円」に改め、同表第３種  

電柱の項中「３，０８０円」を「３，３５０円」に改め、同表第１種電話柱の  

項中「１，３２０円」を「１，４４０円」に改め、同表第２種電話柱の項中「  

２，１４０円」を「２，３１０円」に改め、同表第３種電話柱の項中「２，９  

１０円」を「３，１８０円」に改め、同表その他の柱類の項中「１３０円」を  
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「１４０円」に改め、同表共架電線その他上空に設ける線類の項中「１３円」  

を「１４円」に改め、同表地上に設ける変圧器の項中「１，３００円」を「１  

，４１０円」に改め、同表地下に設ける変圧器の項中「７９０円」を「８６０  

円」に改め、同表水道管下水道管ガス管その他これらに類するものの項中「５  

５円」を「６０円」に、「７９円」を「８６円」に、「１２０円」を「１３０  

円」に、「１５０円」を「１７０円」に、「２３０円」を「２６０円」に、「  

３１０円」を「３４０円」に、「５５０円」を「６００円」に、「７９０円」  

を「８６０円」に、「１，５９０円」を「１，７３０円」に改め、同表変圧塔  

その他これに類するもの及び公衆電話所の項中「２，６１０円」を「２，８９  

０円」に改め、同表広告塔の項及び看板（アーチ式であるものを除く。）の項  

中「８，８００円」を「１１，５００円」に改め、同表その他の占用の項中「  

２，６５０円」を「２，８９０円」に改め、同表備考１及び備考２中「号」を  

「項」に、「ものを、」を「ものをいい、」に改め、「ものとする」を削り、  

同表備考３中「ものとする」を削り、同表備考４中「ものとする」を削り、同  

表備考４ただし書中「５割減」を「当該裏面の表示部分の面積に０．５を乗じ  

て得た面積」に改め、同表備考５中「、１平方メートル」を「１平方メートル」

に、「、１メートル」を「１メートル」に改める。  

附 則  

この条例は、令和７年４月１日から施行する。  
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第１０８号議案  

多摩市下水道条例の一部を改正する条例の制定について  

上記の議案を次のとおり提出する。  

令和６年１２月２日  

提出者   多摩市長   阿  部 裕 行  

 

              記  

 

多摩市条例第  号  

 

多摩市下水道条例の一部を改正する条例  

 

多摩市下水道条例（昭和５９年多摩市条例第２１号）の一部を次のように改

正する。  

第２条第１０号中「都が」を「東京都が」に改める。  

第３条中「の各号」を削り、同条第３号ただし書中「の内径は」を「につい

ては、内径を」に、「（勾
こう

配１００分の３以上）」を「とし、勾配を１００分

の３以上」に改め、同号の表１５０未満の項中「勾
こう

配」を「勾配」に改め、同

条第４号中「排水渠
きょ

」を「排水渠」に改め、同号ただし書中「の内径は」を「

については、内径を」に、「（勾
こう

配１００分の３以上）」を「とし、勾配を１

００分の３以上」に改め、同号の表２００未満の項中「勾
こう

配」を「勾配」に改

める。  

第４条第２項中「の各号」を削る。  

第２５条第１項中「減免する」を「減額し、又は免除する」に改める。  

第３０条第１項中「に物件（以下「占用物件」という。）を設け、継続して  

公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者並びに公共下水道の排水  

施設の暗渠である構造の部分に電線及び令第１７条の３に規定する物件（以下  

「電線等」という。）を占用しようと」を「を占用する物件（以下「占用物件  

」という。）を設けようとする者及び公共下水道の排水施設の暗渠である構造  

の部分を占用する電線又は令第１７条の３に定める者が設ける電線その他の物  

件（以下「電線等」という。）を設けようと」に改め、「の各号」を削り、同  

条第２項中「占用物件」を「公共下水道の敷地に占用物件」に、「公共下水道」

を「当該公共下水道」に改め、「の各号」を削る。  

第３１条第１項中「（昭和６３年法律第１０８号）」及び「（昭和２５年法

律第２２６号）」を削り、同条第２項中「及び」を「又は」に改める。  
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第３２条第２号中「その他」を「前号に掲げるもののほか、」に改める。  

第３３条第１項中「占用に」を「設置に」に、「その占用」を「その設置に

係る占用」に改め、同項第３号中「堅牢」を「堅牢
ろう

」に、「耐蝕性」を「耐食

性」に改め、同項第７号中「その他」を「前各号に掲げるもののほか、」に改

める。  

別表第１備考１中「計算する」の次に「ものとする」を加え、同表備考２中

「占用期間」を「占用の期間」に改め、同表備考に次の１項を加える。  

 ３ 占用料の額は、占用料（年額）の欄に定める金額に、占用の期間を乗

じて得た額（その額が１００円に満たない場合にあっては１００円）と

する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、

占用料（年額）の欄に定める金額に、各年度における占用の期間を乗じ

て得た額（その額が１００円に満たない場合にあっては１００円）の合

計額とする。  

別表第２第１種電柱の項中「１，４９０円」を「１，６２０円」に改め、同  

表第２種電柱の項中「２，２８０円」を「２，４８０円」に改め、同表第３種  

電柱の項中「３，０８０円」を「３，３５０円」に改め、同表第１種電話柱の  

項中「１，３２０円」を「１，４４０円」に改め、同表第２種電話柱の項中「  

２，１４０円」を「２，３１０円」に改め、同表第３種電話柱の項中「２，９  

１０円」を「３，１８０円」に改め、同表その他の柱類の項中「１３０円」を  

「１４０円」に改め、同表共架電線その他上空に設ける線類の項中「１３円」  

を「１４円」に改め、同表ガス管・水道管等の項中「５５円」を「６０円」に、

「７９円」を「８６円」に、「１２０円」を「１３０円」に、「１５０円」を  

「１７０円」に、「２３０円」を「２６０円」に、「３１０円」を「３４０円」

に、「５５０円」を「６００円」に、「７９０円」を「８６０円」に、「１，  

５９０円」を「１，７３０円」に改め、同表足場その他の工事用施設の項中「  

８，８００円」を「１１，５００円」に改め、同表備考を次のように改める。  

備考  

１ 第１種電柱とは、電柱（当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同

じ。）のうち３条以下の電線（当該電柱を設置する者が設置するものに

限る。以下この項において同じ。）を支持するものをいい、第２種電柱

とは、電柱のうち４条又は５条の電線を支持するものをいい、第３種電

柱とは、電柱のうち６条以上の電線を支持するものをいう。  

２ 第１種電話柱とは、電話柱（電話その他の通信又は放送の用に供する

電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。）のうち

３条以下の電線（当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下
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この項において同じ。）を支持するものをいい、第２種電話柱とは、電

話柱のうち４条又は５条の電線を支持するものをいい、第３種電話柱と

は、電話柱のうち６条以上の電線を支持するものをいう。  

３ 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は

電話柱に設置する電線をいう。  

４ 占用面積が１平方メートル未満であるとき、又はこれらの面積に１平

方メートル未満の端数があるときは１平方メートルとして計算し、占用

物件の長さが１メートル未満であるとき、又はその長さに１メートル未

満の端数があるときは１メートルとして計算するものとする。  

５ 占用の期間が１年未満であるとき、又はその期間に１年未満の端数が  

あるときは、月割をもって計算し、更に、１月未満の端数があるときは、

１月として計算するものとする。  

６ 占用料の額は、占用料（年額）の欄に定める金額に、占用の期間を乗

じて得た額（その額が１００円に満たない場合にあっては１００円）と

する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、

占用料（年額）の欄に定める金額に、各年度における占用の期間を乗じ

て得た額（その額が１００円に満たない場合にあっては１００円）の合

計額とする。  

別表第３備考１中「計算する」の次に「ものとする」を加え、同表備考２中

「占用期間」を「占用の期間」に改め、同表備考に次の１項を加える。  

３ 占用料の額は、占用料（年額）の欄に定める金額に、占用の期間を乗

じて得た額（その額が１００円に満たない場合にあっては１００円）と

する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、

占用料（年額）の欄に定める金額に、各年度における占用の期間を乗じ

て得た額（その額が１００円に満たない場合にあっては１００円）の合

計額とする。  

附 則  

この条例は、令和７年４月１日から施行する。  
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